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【はじめに】 
 

 

レポートをご覧頂きありがとうございます！ 

 

 

このレポートではFXとは切っても切れない存在である「税金」について詳しく解 

 

説させて頂きます。先日マスコミ報道で有名になった「4億円脱税主婦」の判決 

 

が下されましたが、懲役１年６カ月執行猶予３年、罰金３４００万円と非常に厳 

 

しい判決となりました。是非このレポートを通してFXと税金に関する正しい知識 

 

を身につけて頂きたいと思います。 

 

 

また当レポートでは店頭取引とくりっく365の違いについてもまとめて解説して 

 

います。昨今FX投資家が増加の一途を辿る中で、くりっく365の口座数の上昇 

 

も止まりません。くりっく365の魅力やくりっく365の特徴なども解説していますの 

 

で是非ご参考下さい！ 
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第一章 FX 初心者向け！FX と税金の話 

 

 (1) FX の税金の種別  

 

FX での儲けは、スワップポイントと為替差益になりますが、ともに「雑所得」とな 

ります。1 月から 12 月までの年間雑所得を算出し（手数料等は控除項目となり 

ます）翌年に確定申告して税金を納める必要があります。含み益の場合には、 

決済するまで課税はされません。翌年まで持ち越しているポジションについて 

は、その年には課税されません。 

 

人によっては、複数の FX業者に口を開いて取引を行っている場合があると思 

います。その場合、口座を持っている業者のすべての口座の決済金額の合計 

が、申告所得になります。 

 

例えばＡ社とＢ社の 2 つでＦＸを行っていた場合、Ａ社で 100 万円の利益が出 

て、Ｂ社の方では 50 万円の損失が出たとすると、差し引き 50 万円が申告する 

所得になります。ＦＸに限らず、原稿料などの雑所得がある人は、このようにす 

べての雑所得を合わせて計算し、申告することになります。年収が 2000 万円 

以下の会社員で FX所得が 20 万円以内の場合は申告の必要はありません。 

 

 

 

 



(2) 総合課税と分離課税 

 

FX での税金は利益を給与などその他の所得と合算して確定申告する「総合課 

 

税」と、利益をその他の所得と分けて計算する「分離課税」との２つに大別され 

 

ます。総合課税の場合、課税所得の金額によって税金の割合が変わります。 

  

 

【総合課税の所得税・住民税概算税率】 

195 万円以下：15％ 

195 万超 330 万円以下：20％ 

330 万超 695 万円以下：30％ 

695 万超 900 万円以下：33％ 

900 万超 1800 万円以下：43％ 

1800 万超：50％ 

 

このように総合課税の場合、給与所得も含めて稼いだ分だけ最大 50％の税金 

を払う必要がでてきます。しかし東京金融先物取引所（くりっく 365）という公認 

の取引所を通じて取引を行うと分離課税の扱いとなります。この場合は、所得 

に関わらず一律 20％の税率（所得税 15％、住民税 5％）となり、稼いだ金額に 

よっては大きなメリットが生まれます。 

  

 



 

(3)税率の計算方法  

くりっく 365 を用いた分離課税の場合は、控除後の FX所得に単純に 20％をか 

ければいいので問題はありません。給与所得の納税は従来通り行い、FX と給 

与の所得は完全に分けて考えられます。  

総合課税の場合は少し複雑です。500 万円が控除後の合算所得とした場合に 

330 万超 695 万円以下は 30％なので 500×0.3＝150 万円とは計算しません。 

非取引所取引の場合には超過累進税率の適用となります。超過累進税率の 

適用は所得を各段階ごとに区分し、それぞれの税率を適用します。具体的に 

は控除後の 500 万円の所得の方の税額は次のように計算されます。 

195 万円×15％＋（330 万円－195 万円）×20％＋（500 万円－330 万円）× 

30％＝107.25 万円 

 

(4) 必要経費について  

 

FX の所得にも必要経費が認められます。儲かったら税金を払わなければなら 

ないのなら、当然儲けを出すために必要な必要経費も認められます。ＦＸの場 

合には例えば次のようなことが必要経費として認められています。 

 



・売買手数料（支払い手数料）  

・筆記用具・文房具（消耗品費）  

・電話代・プロバイダー料金（通信費）  

・新聞・関連雑誌代(新聞図書費）  

・パソコン購入費（減価償却分） 

 

 FX 会社に支払う売買手数料は、当然取引の際に発生する経費なので、すべ 

て認められます。 プロバイダー料金については、インターネットを FX のみでし 

か使わない場合には全額認められるかもしれませんが、通常はそういうことは 

ないので、全額は認められません。  

新聞代や書籍代などの場合、「日経金融新聞」のような専門紙なら認められま 

すが、朝日新聞や読売新聞などの一般紙の場合には無理のようです。FX 関 

連の本を買った場合には、その代金は経費として認められます。 

パソコンの場合には、FX 以外ではパソコンを使っていなくて、その証明ができ 

るような書類を提出できれば、全額が認められるかもしれませんが、なかなか 

そういう人はいないと思います。ですから経費として認められるのは、一部とい 

うことになります。パソコンに限らず 10 万円以上のものを購入した場合には、 

減価償却という方法で経費を計上します。パソコンの法廷耐用年数は４年と決 

められているので、それで計算して経費の申告をします。 

 

 



 

第二章  くりっく 365 取引と店頭取引の違い 

 

外為法の改正によりFX取引が個人投資家に開放されてから約10年が経ちま 

 

すが、昨今はFX人気の上昇と併せて為替の取引所取引であるくりっく365の 

 

人気も非常に高まってきています。ここでは通常の店頭取引とくりっく365取引 

 

の違いについて解説していきます。 

 

 

 

(1) 投資家への提供レート 

 

FXでは証券会社のログイン画面上で時々の各通貨の売買レートが表示されま 

 

すが、実は全く同じ時間・同じ通貨ペアであっても各証券会社でそのレートは 

 

異なります。複数の証券会社で売買をされる方はご存じでしょう。 

 

同じ時間の同じ通貨ペアの為替レートなのになぜ業者間で提供レートが異な 

 

るのかというと、証券会社によって投資家に提供するレートに乗せる手数料が 

 

異なるからです。ある時間にA社ではドル円の買い値が102.50、それと同じ時 

 

間にB社ではドル円の買い値が102.52であれば、B社の方が2pipsだけ表示レ 

 

ートに手数料を乗せていることになります。 

 

店頭取引業者の場合は表示価格にどれだけ手数料がのせられているのかは 

 

普通は公表されません。これは売り値と買い値の差額であるスプレッドが業者 

 



間で異なるのも同じです。店頭取引業者の場合は「手数料無料！」となってい 

 

ても表示価格やスプレッドから手数料が発生していることがあります。 

 

一方のくりっく365はというと、複数の金融機関が取引所に提示する売買価格 

 

のうち投資家に最も有利な売買価格を取引所が合成してくりっく365のマーケッ 

 

トに提示されるため透明性の高い表示価格の設定が行われます。取引所取引 

 

ゆえに透明性の高いレート提供が行われるのはくりっく365の特徴の1つです。 

 

 

 

(2)   投資家への提供スワップ 

 

提供スワップについてですがよく店頭取引業者で「買いスワップ42円、売りスワ 

 

ップ47円」のように買いの獲得スワップと売りの支払スワップに差があることが 

 

あります。これも(1)と同じくスワップポイントに業者の取引手数料が乗っている 

 

ために起こることです。店頭取引業者の場合は売りと買いのスワップの差を広 

 

げるだけでなく、そもそもの提供スワップにも手数料分を引いていることもあり 

 

ます。上記の例で言えばマーケットからは買いスワップ45円で調達し投資家に 

 

42円で提供するようなケースです。 

 

一方のくりっく365では 同一通貨の建玉については、投資家の受取金額、支 

 

払金額ともに同額となります。店頭取引業者のように買いと売りの金額が異な 

 

ることはありません。 

 



(3)   取引の相手方 

 

取引の相手方は普段あまり注目されづらいことですが非常に重要なことです。 

 

例えば我々FX投資家がドル円の買いポジションを建てた時に、一方では誰か 

 

がドル円の売りを建てていることになります。つまり我々のポジションに対して 

 

全く逆のポジションを建てている「相手方」が必ず存在することになります。 

 
店頭取引業者の場合は、証拠金を入金したその業者が取引の相手方となりま 

 

す。万一、業者が破綻した場合、取引の相手方がいなくなるため、未決済の利 

 

益については確定できない可能性があります。その点で、店頭取引業者の中 

 

から取引相手を選ぶ場合は、信託保全の完備や万一の破綻時の説明を明確 

 

にしている業者を選択する必要があります。 

 

一方のくりっく365では、取引所が最終的な取引の相手方となります。万一、くり 

 

っく365取扱業者が破綻しても、投資家がくりっく365で保有しているポジション 

 

については、原則として未決済の利益を確定すること、他の業者にポジション 

 

を移管することが可能です。 

 

 
 

(3) 投資家の預託金の保護 
 

金融商品取引法では、業者における証拠金等の管理方法（区分預託義務及 

 

び預託方法等）を定めています。店頭取引業者の場合は業者により証拠金等 

 



の預託方法等取り扱いが異なりますので、万一、業者が破綻した場合におけ 

 

る証拠金等の保全について各業者への確認が必要です。表向きには「信託保 

 

全採用」となっていても、顧客資産のどれくらいを信託銀行に預託しているかは 

 

明確にされていない場合もありますので、100％の信託保全採用の業者で取 

 

引することが万一の場合の対応には非常に重要です。 

 

くりっく365における顧客の預託金の保護は金融商品取引法及び取引所規則 

 

に基づき、業者は証拠金の全額を取引所に預託する義務があります。預託さ 

 

れた証拠金は取引所により保管されます。万一、業者が破綻した場合でも、取 

 

引所に預託された証拠金は全額返却されます。 

 

顧客資産保護の観点から見ると店頭業者の場合は各業者ごとに資産管理 

 

の方法を個別に調べる必要がある一方で、くりっく365業者であれば証拠金の 

 

全額を取引所に預託されるため非常に安心できます。 

 

 

 

(5)   課税方法の違い 

 

課税方法の違いはくりっく 365 の最大の魅力とも言えるところです。 

 

くりっく 365 は給与所得と完全分離課税で 20％の一定税率になっており、給与 

 

所得と分けて FX所得を管理したい方や累進課税を回避したい方に人気です。 

 

 

 



給与収入における課税所得 600 万円と FX で 200 万円の所得があった場合の 

 

総合課税と分離課税（くりっく 365）の税額を比較してみましょう。 

 

 

【総合課税の場合】 

 

600 万円＋200 万円＝800 万円に対して総合課税 

 

195 万円×15％＋（330 万円－195 万円）×20％＋（695 万円－330 万円)× 

 

30％＋（800 万円－695 万円）×33％＝200.4 万円 

 

 

【分離課税(くりっく 365)の場合】 

 

給与所得 600 万円に対する税額 

 

195 万円×15％＋（330 万円－195 万円）×20％＋（600 万円－330 万円）× 

 

30％＝137.25 万円 

  

FX 所得に対する税額 

 

200 万円×0.20％＝40 万円 

 

合計税額 137.25 万円＋40 万円＝177.25 万円 

 

 

このケースで 23.15 万円の差があります。給与や FXの所得が増えるほど差額 

 

は広がります。また給与所得と完全に別枠で所得を管理できる点でも非常に 

 

明確であると言えます。 

 

 



 くりっく 365 は税制面では他にも以下のような優位性が挙げられます。 

 

 

■他の商品で発生した損益間で損益の通算ができる 

 

店頭取引での損益は他の商品との損益通算ができないのに対して、くりっく 

 

365は取引所有価証券先物取引、取引所商品先物取引で発生した損益など他 

 

の商品の損益通算した金額を課税申告することができます。 

  

 

■損失を 3 年間繰り越すことができる 

 

損失があった場合に以後3年間に利益を出したとしても、その損失分の税金は 

 

申告分離課税となる先物取引に係る雑所得等の金額から繰越控除できます。 

 

 

損失の繰越に関して、例えば 2007 年は 100 万円の損失で 2008 年には 100 

 

万円の利益が出た場合は、店頭取引業者であれば 2007 年は課税義務が発 

 

生しませんが 2008 年は利益の 100 万円に対して課税されます。くりっく 

 

365 であれば 2007 年と 2008 年の損益を通算し課税対象になる金額は 0に 

 

なります。損益通算が可能な点はくりっく 365 人気の大きな理由の 1つに 

 

なっています。 

 

 

 

 

 

 



 

第三章  THE FX TRADER×スター為替キャンペーン 

 

 

(1) THE FX TRADER限定！キャンペーン概要 

 

今回のくりっく 365 の取扱業者の中で代表的な存在になりつつあるスター為替 

 

と THE FX TRADER のタイアップキャンペーンを開催できることになりました！ 

 

ブログ・メルマガの読者様限定の特別キャンペーンです！ 

 

 

THE FX TRADER からスター為替のくりっく 365 で取引を開始された方は最大 

 

20,000 円のキャッシュバックが行われます。くりっく 365 口座をお持ちでない方 

 

はぜひこの機会に店頭業者に加えてくりっく 365 業者の口座もご検討下さい！ 

 

 

THE FX TRADER×スター為替キャンペーン詳細 

 

⇒ http://adclr.jp/c/ortmjwve 

 

 

(※)  

 

必ず上記のURLから口座開設にお進み下さいませ。他のURLからスター為替 

 

のページにお進み頂いた場合や途中で他のサイト等をご覧頂いた場合は、 

 

20,000 円キャッシュバックのキャンペーン対象とならない場合があるそうです。 

 

 

 



(2) 同時開催！スター為替のバリューキャンペーン 

 

今回はくりっく 365 口座開設キャンペーンに加えて、スター為替のバリューキャ 

 

ンペーンも同時開催されます。スター為替ではくりっく 365 取引の他に、店頭取 

 

引である「為替 24」サービスを提供していますが、くりっく 365 口座と併せて「為 

 

替 24」も併せて口座開設されると 1 万円 JCB ギフトカードが送られます！ 

 

 

バリューキャンペーンについては以下 URL 中ほどの「キャンペーンの詳細はこ 

 

ちらから」から詳細をご覧頂けます！ 

 

⇒ http://adclr.jp/c/ortmjwve 

 

 

 

ここまでレポートをお読み頂き有難うございました。今回 THE FX TRADER 

 

の読者の皆様限定でスター為替さんとのキャッシュバックキャンペーン 

 

を行えた事は、日頃からメルマガやブログをお読み頂いている皆様への 

 

お返しができたという意味で私自身、非常に嬉しく思います！是非今回 

 

のキャンペーンを利用してキャッシュバックを獲得されて下さい！ 

 

 

============================================================ 

レポート作成者： THE FX TRADER 

ブログ：http://ameblo.jp/the-fx-trader 

メルマガ： http://www.mag2.com/m/0000233608.html  

E-MAIL：the_fx_trader@yahoo.co.jp 

============================================================ 


